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令和６年度公の施設の指定管理者監査報告書 
 

北竜町監査委員 井 上   孝  
   同    佐 藤   稔  

 
１．監査の実施期日 令和６年１１月２５日（月） 

 
２．監査の場所 監査委員室 

 
３．監査の目的 

   地方自治法第 199 条第 7 項の規定に基づき、公の施設の指定管理者につ

いて、公の施設の管理、運営が指定管理者制度の目的に沿って適切に行わ

れているかについて監査を実施した。 
 
４．監査の対象施設 

    北竜町が所有する公の施設について、指定管理者に管理、運営を行わ

せた 8 協定 15 施設 
 
５．監査実施施設等 
   対象施設の中から次のとおり抽出し、監査を行った。 

   １）施設名 北竜町立やわら保育園 
   ２）指定管理者名 社会福祉法人 北竜町社会福祉協議会 
   ３）指定管理期間 令和 5 年度～令和７年度まで 

４）指定管理料 毎年度予算の範囲内で指定管理委託料を支払う。 
   ５）所管課 住民課 
 
６．指定管理者制度の目的 

    公の施設の設置目的を効果的に達成するため、当該公の施設の管理を

町が指定する法人その他の団体等である民間活動を導入し、より柔軟で

質の高い町民サービスの提供と行政コストの縮減等の効果を期待するも

の 
 
７．監査の対象年度 

   令和５年度 
 
 



８．監査の主眼 
   １）管理に関する協定は適正に締結され、協定書には必要事項が記載さ

れているか。 
   ２）施設は協定書の定めるところにより適切に管理されているか。 
   ３）協定書に基づく義務の履行は適切に行われているか。 
   ４）利用促進のための努力がなされ、常に経営の改善に取り組んでいる

か。 
   ５）管理に係る収支会計は適正か、関係帳簿の整備保存は適切になされ

ているか。 
   ６）公の施設の管理に係る内部規程等は整備されているか。 
 
９．監査の方法 

   指定管理者にあらかじめ提出を求めた監査資料に基づき書類審査を行い

必要に応じて関係職員から説明を聴取し関係書類の監査を実施した。 
 
１０．指定管理の状況 
   １）施設名称及び所在地 
     名  称 北竜町立やわら保育園 
     所在地  雨竜郡北竜町字和２７－２ 
 
   ２）指定管理者の指定方法  
     地方自治法第２４４条の２第６項 
 
   ３）指定についての議会の議決 
     議決月日  令和５年３月７日（議案第２６号） 
 
   ４）指定管理業務に関する協定書等 
     協定書締結年月日 令和５年４月１日 
       

５）指定管理者 
 社会福祉法人北竜町社会福祉協議会 

 
   ６）指定管理期間 
      令和５年４月１日から令和８年３月３１日（３カ年間） 
  
 



   ７）指定管理料及び支払方法等 
 令和５年度 令和６年度 
管理費用(消費税等相当額を含む) ５０，４４３千円 ５２，３３７千円 
支 払 回 数 ５回 ４回 
支 払 期 日 / / / / /  / 

支 払 月 日 4/14 7/14 10/13 4/15 7/16 10/15 
12/1 3/1 / 12/2   

    
８）利用料金制度 適 用 

 
   ９）指定間業務に係る収支状況（消費税等相当額を除く） 

令和５年度 
総 収 入 ４９，３１０千円 
総 支 出 ４９，３１０千円 
収 支 差 引 千円 

 収支報告書 
  
 １０）施設の利用実績 

 令和５年度 
利用者数･利用料 ９，１９８人 千円 

同 上 月平均   ７６６人    千円 
同 上 日平均    ２５人   千円 
※金額はいずれも消費税等相当額を含む 

 
  １１）施設の概要 
    ・設置年月日 令和２年 ４月１日 
            
    ・敷地面積 ９，７６５．００ ㎡ 
 
    ・建築面積   ８５２．３７ ㎡ 
 
    ・建築構造 木造平屋建 
 
    ・駐車場    ５０ 台 
              
   



１２）主な指定管理業務の範囲 
    ・やわら保育園の管理運営 
    ・子育て支援センターの管理運営 
    
１１．監査の結果 

   令和５年度における指定管理者にかかる出納その他の事務の執行につい 
て監査した結果、当該指定管理者の事業運営については、施設の目的に沿っ 
たものであり、適正かつ効率的に執行されているものと認められた。 

   監査結果の概要は次のとおりです。 
 （１）公の施設の指定管理者の指定手続きは条例に基づき選定されていた。 
 （２）指定管理業務に関する協定書には、指定管理者が行う業務の内容等の 
   必要な事項が記載され締結されていた。 
 （３）協定書に基づく義務の履行は概ね適切に行われていた 
  
 
１２．監査意見 
   指摘事項なし 
 


